
 

 

租税特別措置法施行規則及び法人税法施行規則の一部を改正する省令要旨 

 

一 租税特別措置法施行規則の一部改正（第１条関係） 

投資法人に係る課税の特例について、支払配当等の額が配当可能利益の額の100

分の90相当額を超えていることとの要件における配当可能利益の額から控除する

繰越利益等超過純資産控除項目額の計算の基礎となる純資産控除項目額の範囲か

ら貸借対照表において評価・換算差額等に区分された金額を除外することとする。

（租税特別措置法施行規則第22条の19関係） 

 

二 法人税法施行規則の一部改正（第２条関係） 

租税特別措置法施行規則の一部改正に伴い、法人税申告書について所要の改正

を行うこととする。（法人税法施行規則別表関係） 

 

三 この省令は、令和６年２月１日から施行することとする。（附則第１条関係） 


